
ひとり暮らしだから何かあったとき心配… 

体調が悪いとき、もし家の中で倒れていたらどうしよう… 

 

 

 

 

町では高齢者の方が、住み慣れた地域で安心して暮らせるように、地域包

括支援センター、地域の協力者の方が支援しています。 

 

日頃の見守りや、緊急時に備えた緊急連絡先の共有が必要な高齢者が、

町に必要な情報を登録し、町が民生委員等の地域の協力者と情報共有する

ことで、見守りの輪を広げる制度です。 

 

 

 

 

 

１．６５歳以上のひとり暮らし高齢者 

２．65歳以上の高齢者世帯 

３．高齢者世帯に準じる世帯 

 （６５歳未満の親族等と同居しているが、親族等が病気又は障害により緊急時の対応

ができない世帯） 

 

登録者の氏名、住所、電話番号、医療情報（主治医、治療中の病気）、緊急 

連絡先、担当介護支援専門員（要介護認定者のみ）など。 

ひとり暮らし高齢者の方！高齢者のみ世帯の方！ 

豊山町高齢者安心ネットワーク事業に登録しましょう！ 

安心ネットワーク事業とは？ 

 

対 象 

 

町への登録内容  

 

外出する機会が少なくなった… 

近所に気にかけてくれる人がいれば安心… 

 資料４  



□郵便受けに新聞や郵便物がたまっている 

□何日も同じ洗濯物が取り込まれない 

□昼間までも電気がつけっぱなしになっている 

□夜でもカーテンが開いている 

□家から出てこない、長い間会わない。 

□顔色が悪い、具合が悪そう。やせてきた。    など 

 

・日頃の見守りを、本人の同意の下、民生委員、近隣住人等の地域の協力者

へ依頼します。   ※見守りに必要な情報のみ共有します 

・高齢者福祉サービスの提供目的のため町社会福祉協議会へ情報提供 

・緊急搬送時など、町が医療機関・警察署・消防署等より医療情報や緊急 

連絡先の問い合わせを受けた場合、登録情報を伝えます。 

また、異変時や緊急時は町から緊急連絡先へ連絡します。 

 

 

協力者に以下の見守りと異変時は地域包括支援センターへの連絡を依頼します  

 

 

 

 

見守りの具体的な内容や頻度は希望をお聞きし調整します。 

 

 

豊山町地域包括支援センターへ来所又はご連絡ください 

 

 

豊山町地域包括支援センター あおぞら 
 

場所 豊山町役場庁舎東側 保健センター内 

電話 ０５６８－２８－０９３２ 

登録情報の活用内容  

 

見守りの例 

 

登録方法 

 

お問い合わせ先 

 


